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JSPO公認コーチングアシスタント資格への移行手続きJSPO公認コーチングアシスタント資格への移行手続き
　スポーツ少年団の「認定員」指導者が令和６年度以降も継続して「指導者」として登録する場合は、令和５年11月
までに日本スポーツ協会（以下JSPO）公認指導者資格（コーチングアシスタント資格）への移行が必要となります。
（認定員と競技種目でJSPO公認スポーツ指導者資格を持っている人は対象外です）

　いくら注意を払っていても競技中の事故を完全に防ぐことはできません。
　万一事故が発生した場合、指導者に対しては、迅速適切な対応が求められます。
　その対応を誤ると莫大な賠償責任を負わせられます。過失の度合いによっては刑事責任も問われかね
ません。
　こう述べると指導者に対して過大な責任を負わせるように感じて負担に感じられますが、次の三つ対
応を抑えれば、大多数は裁判に至らず話し合い（と保険）で解決されています。

　独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、そのためのマニュアルとして「スポーツ事故対応ハン
ドブック（フローチャート編）」と「同（解説編）」を発行しています。
　このハンドブックでは、「心停止」「頭頸部外傷」「熱中症」「食物依存性運動誘発
アナフィラキシー」「歯・口の外傷」「眼の外傷」など代表的なスポーツ事故につい
て取り上げ、図解で分かり易く説明しています。
　指導者はもちろん、チーム関係者、母集団の皆様には、是非一読してハンドブッ
クの内容を共有するとともに、救急箱に備え付け、万一に対応してもらいたいと思
います。

単位団には、必ず２名以上の「スポ少理念あり」指導者の登録が必要です。

４年ごとに更新研修の受講（指導に必要な新たな知識を学ぶ）と資格登録の更新手続きが
必要になります。
費用：講習会受講料（受講する講習会により異なります）、更新登録料10,000円

令和５年11月までに移行申請を行う必要があります。移行の際は講習の必要はなく、WEB上での手続きとなります。
※申請から認定まで約６ヶ月かかります。
JSPO公認指導者資格はスポーツ少年団ではなく、日本スポーツ協会が一元管理する個人資格となりますので、申
請は日本スポーツ協会のWEBページより指導者が各自で行う必要があります。
費用：13,000円（資格登録料10,000円、初期登録料：3,000円）

※令和5年11月までに移行申請をしなかった場合、令和6年度以降のスポーツ少年団登録は「役員・スタッフ」登録
になります。

認定員は「スポ少理念あり指導者」に該当します。令和６年度以降も指導を続ける（スポ少理念ありの指導者である）
場合は、コーチングアシスタントへの移行が必要になります。

※　　認定員かつ　　JSPO公認スポーツ指導者資格をお持ちの方は移行不要です。
※認定育成員は既にJSPO公認スポーツ指導者資格保有のため移行は不要です。
Ａ Ｂ

・「理念あり指導者」
・ JSPO公認スポーツ指導者

A スタートコーチ

 ・Bのみは「理念なし指導者」
　※「理念あり指導者」となるためにはスタートコーチ資格の
　　取得が必要です。
 ・認定員+B保有者は移行の必要なし
 ・JSPO公認スポーツ指導者

B バレーボールなどの競技別資格
（サッカー・バスケットC級以上含む）

・「理念あり指導者」
・認定員はコーチングアシスタントへの移行が必要

 A 認定員

これまでの認定員資格に替わり、登録・更新制のJSPO公認スポーツ指導者資格が創設されました。

JSPO公認スポーツ指導者資格 … 団指導をする人で「スポ少理念あり」の指導者Ａ

 競技種目でJSPO公認指導者資格を持っている人Ｂ

Ａ

Ｂ 「スポ少理念を学んでいない（理念なしの）指導者」 … 　　以外でJSPO公認スポーツ指導者資格を持つ人
（例：サッカー・バスケットボール競技でC級以上）

「スポ少理念を学んだ（理念ありの）指導者」 … 認定員・認定育成員、スタートコーチ資格を持つ人
（スタートコーチ資格 … １日の講習会で取得でき、次年度より「スポ少理念あり指導者」として登録できます。）

Ａ

資格移行手続きマニュアル
（日スポ）

「スポーツ事故対応ハンドブック」の活用について「スポーツ事故対応ハンドブック」の活用について

① 事前に事故防止及び事故対応のためのマニュアルなどを準備しておくこと
② 事故が起きてしまったときは直ちに適切な措置を取ること
③ 保護者らに対して誠意を持って対応すること

スポーツ事故
対応ハンドブック


